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１  補助事業の実施にあたっ て 

（ １ ） 補助事業の趣旨 

神戸市内における様々な地域課題に取り 組む活動を 支援するこ と により 、 公益的

な活動のすそ野を 広げ、 市民の参画を 推進するこ と を目的と し ます。  

 

（ ２ ） 補助金交付要綱・ 規則の確認 

本補助事業は、 地域課題に取り 組むＮ Ｐ Ｏ 等補助金交付要綱（ 以下「 補助金要綱」

と いう 。） 及び神戸市補助金等の交付に関する規則（ 以下「 補助金規則」 と いう 。） 等

に則し て実施する必要があり ます。補助金の申請や事業の実施にあたり まし ては、必

ず、本事業のホームページに掲載し ている補助金要綱・ 補助金規則等をご確認く ださ

い。  

 

≪要綱・ 規則の掲載先≫ 

ht t ps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a52374/sankakusui si n/hoj yoki nsi en. html  

 

 

 

 

 

２  補助対象団体 

以下の全ての要件を満たし たＮ Ｐ Ｏ 法人、一般社団法人、地域団体、任意団体など（ 以

下「 団体」 と いう 。） が対象です。  

① ２ 名以上で構成さ れているこ と  

② 神戸市内に活動の拠点を有するこ と  

③ 神戸市内の地域課題に取り 組む活動を実施するこ と  

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３ 年法律第 77 号） 第２

条第６ 号に規定する 暴力団員、 役員若し く は実質的に経営に関与する 者が暴力

団員である法人等、その他暴力団（ 同法第２ 条第２ 号に規定する暴力団をいう 。）

及び暴力団員と 社会的に非難さ れるべき 関係を有し ていないこ と  

 

 

３  補助対象活動 

補助の対象と なる活動は、 次に示す要件すべてに該当する活動と なり ます。  

① 神戸市内の地域課題に対し 神戸市内において取り 組む継続的な活動であるこ と  

② 営利及び学術研究を目的と し た活動でないこ と  

③ 政治的活動又は宗教的活動でないこ と  

④ 公序良俗に反するなど、 補助対象と し て適当でないと 認めら れる活動でないこ と  
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≪具体例≫ 

○こ ども 食堂 ○学習支援 ○ひと り 親家庭支援 ○シニア世代の見守り  

○こ ども ・ 若者ケアラ ーの支援 ○在住外国人の支援や多文化共生のまちづく り  

○食品ロス ○里山再生 ○生物多様性への取組 など 

 

 

４  補助対象経費 

本補助金では、補助の対象と なる 経費について、活動を実施する際にかかる実費のほ

か、賃貸借し ている物件において行う 活動に対する費用や、団体運営にかかる経費につ

いても 一定の条件の下、 補助対象と し ています。  

それぞれの費用について、 上限と なる割合が決めら れているので、 下記及び「 ５  補

助率・ 補助上限額」 の項目をご確認く ださ い。  

 

（ １ ） 活動経費【 対象： すべての補助対象団体】  

ア 報償費、 消耗品費、 旅費、会場借上げ料※１ 等、地域課題解決にかかる活動実施に

伴う 支出に関する経費 

（ 領収書で支出を確認でき る活動に伴う 経費。 人件費及び家賃等は除く 。）  

イ  賃貸借契約を締結する 物件において実施する、 地域課題解決にかかる 活動に対

する賃料※２  

（ 活動１ 回あたり 5, 000 円と し 、 補助対象経費全体の 20％を上限と し ます。）  

 

（ ２ ） 運営経費【 対象： 補助対象団体のう ち法人格を有する団体】  

人件費、 賃料、 光熱水費等、 団体の運営に要する経費 

（ 補助対象経費全体の 30％を上限と し ます。）  

 

※１  （ １ ） ア の会場借上げ料は、 経常的に賃料を 支払う も のではなく 、 単回利用か

つ支出を証する領収書等が発行さ れるも のをいいます。  

※２  （ １ ） イ  の賃料は、 補助対象と なる活動を実施する場所の経常的に支払う 賃料

であり 、 単に事務所と し て使用する場合などは除き ます。  

 

 

 

 

  



4 

 

≪経費具体例≫（ 補助金要綱第４ 条関係 別表１ 及び２ の補足）  

（ １ ） ア 

報償費、 消耗品費、 旅

費、会場借上げ料等、活

動実施にかかる経費 

・ 講演会の講師謝礼、 ボラ ンティ アの謝金など 

・ 交流会の案内はがき 、 資材の搬送など 

・ パンフ レッ ト の作成、 印刷など 

・ 活動を実施する際の会議室やレンタ ルスペース費など 

・ 鉛筆、 ノ ート 、 テープ類と いっ た、 文具、 梱包材、 資材

にかかる費用など 

・ 活動に使用する機器類等の費用など 

・ ボラ ンティ アの保険料など 

・ 団体拠点から 活動を 実施する場所までの移動費など 

 

※注意点※ 

・ 申請いただいた活動に直接関係する 費用のみ補助対象と

なり ます。  

・ 消耗品や、 機器類など備品等については、 単価上限を

【 \50, 000（ 税込）】 と し 、 それより 高い額のも のは補助

対象外と し ます。  

・ 外部に業務を 任せる 委託、 発注など は補助対象経費の

「 50％」 を上限と し ます。  

（ １ ） イ  

賃貸借契約を 締結する

物 件 に お い て 実 施 す

る 、 地域課題解決にか

かる活動に対する費用 

・ 毎月賃料を 支払う 物件において、 こ ども 食堂や学習会、

高齢者の交流会などの活動を実施する場合、 １ 回の実施

あたり 【 \5, 000】 を計上 

 

※注意点※ 

・ 月に１ 回以上、 ５ 名以上の参加者を 募っ て実施さ れる継

続的な活動を対象と し 、 単発のセミ ナーなどは対象外と

し ます。  

・ 実施回数の上限はあり ませんが、「（ ２ ） 運営経費」 にお

ける賃料と の合計額において、 年額及び月額の賃料を上

回るこ と はでき ません。  

（ ２ ）  

人件費、賃料、光熱水費

等、 団体の運営に要す

る経費 

・ 雇用関係のあるスタ ッ フ 等にかかる人件費 

・ 団体拠点等において毎月支払う 賃料 

・ 団体拠点等の運営にかかる光熱水費 

・ 団体拠点等における電話料金、 イ ンタ ーネッ ト 経費など

の通信費 

 

※注意点※ 

・ 賃料については（ １ ） イ と 同様に、 賃貸借契約物件にお

ける活動に対する費用（ １ 回あたり \5, 000） と の合計額

が、 月額及び年間の賃料を上回るこ と はできません。  
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５  補助率・ 補助上限額 

本補助事業は、地域課題に取り 組む団体の継続的な活動を支援するため、採択団体に

対し 、 最大３ 年間※３ こ の補助を行います。  

 

【 １ 年目】 50 万円も し く は補助対象活動経費の 100％のいずれか低い額 

【 ２ 年目】 30 万円も し く は補助対象活動経費の 60％のいずれか低い額 

【 ３ 年目】 20 万円も し く は補助対象活動経費の 40％のいずれか低い額 

 

※３  一度の申請で３ 年間の補助を 保証するも のではあり ません。 申請は毎年度必要

になり ます。 また、 令和６ 年度以降について、 予算の成立状況によっ ては、 補助

金の上限額や補助率等が見直し になる可能性も あり ますので、 ご了承く ださ い。 

 

≪補助率及び補助上限額のイ メ ージ図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ポイ ント ≫ 

・ 本補助金の申請は１ 団体につき 、 １ 申請のみと し ます。  

・ 他から の補助金を受けていても 、 本補助金の申請は可能です。 ただし 、 同一経費に重

複し て受給するこ と はでき ません。  

（ 例： 学習支援事業において、 他の補助金で教材を購入し 、 本補助金を 印刷代や広告費

に充てるこ と は可能です。ただし 、他の補助金で購入し た教材の費用に本補助金を

充てて、 二重で補助金を受給するこ と はできません。）  

・ また、神戸市又はその外郭団体から 他に補助金を 受けており 、その補助率が事業費の

１ ／２ などである場合（ 残り １ ／２ は自己資金）、 自己資金側に本補助金を充当する

こ と はできません。  

・ 他から 委託事業と し て受託し ている活動も 、 補助金の対象と はなり ません。  

・ 過去に本補助金を受給し た団体で、 活動場所、 活動内容、 構成員等から 、 明ら かに同

一と 認めら れる 団体が１ 年目と し て申請する こ と はでき ません。 明ら かに過去の採

択団体と 同一の団体による １ 年目の申請であると 認めら れる場合は、 交付決定後で

あっ ても 、 取り 消し と なるこ と があり ます。  

最大
40%

１ 年目 ２ 年目 ３ 年目

100%
補助金上限

補助金上限

20万円

４ ( １ ) ア

活動実施経費
最大
60%

補助対象経費

補助金上限

自己資金

補助対象外経費

50万円

30万円

対象外経費
（ 飲食費な ど ）

対象外経費
（ 飲食費な ど ）

対象外経費
（ 飲食費な ど ）（ 飲食費など ）

４ ( １ ) イ 賃料

補助総額の20％ま で

４ ( ２ ) 運営経費

補助総額の30％ま で

自己資金
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６  補助対象活動の実施期間 

 

○補助対象活動期間： 令和６ 年４ 月１ 日から 令和７ 年３ 月 31 まで 

 

上記の期間内に実施する活動を 補助対象と し ます。  

 

 

７  補助申請期間 

 

○申請締め切り ： 令和６ 年４ 月 19 日（ 金曜） 17 時 30 分 

 

申請締め切り までに、 下記「 10 申請様式のダウンロード ・ 書類提出先（ ２ ）」 へ提

出さ れた申請を審査（ 下記「 ８ 審査方法・ 提案会の実施」 を 参照く ださ い。） の対象

と し ます。 郵送の場合も 、 令和６ 年４ 月 19 日 17 時 30 分までに到着し たも のが対象

と なり 、 それ以降に到着し たも のは、 受付でき ませんのでご留意く ださ い。  

 

※ ご確認く ださ い ※ 

※ 次ページ以降の「 ８ 審査方法・ 提案会の実施（ 申請書類の審査）」 及び「 ９ 補助金の

交付申請から 交付までの流れ」 については、 本補助金の受給が【 １ 年目】 と なる団体

と【 ２ 年目・ ３ 年目】 の団体で異なり ます。（「 10 申請等様式のダウン ロード ・ 書類提

出先」 以降は１ 、 ２ 、 ３ 年目と も に共通です。）  

 

 

□【 １ 年目】 の団体 

令和６ 年度初めて本補助金の申請を行う 団体、 も し く はこ れまでに本補助金の交付を 

一度も 受けたこ と がない団体 

→７ ページへ（ ８ -１ 、 ９ -１ を ご確認く ださ い。）  

 

 

□【 ２ 年目・ ３ 年目】 の団体 

令和４ 年度以降に本補助金の交付決定を 受けたこ と がある団体 

※ただし 「 補助事業中止（ 廃止） 承認」 を受け、 本補助金の交付を一度も 受けたこ と  

がない団体は「【 １ 年目】 の団体」 へ 

→９ ページへ（ ８ -２ 、 ９ -２ を ご確認く ださ い。）  
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【 １ 年目】 の団体 

令和６ 年度初めて本補助金の申請を行う 団体、 も し く はこ れまでに本補助金の交付を 

一度も 受けたこ と がない団体は、 以下の８ -１ 、 ９ -１ を ご確認く ださ い。  

 

８ -１  審査方法・ 企画提案会の実施（ 申請書類の審査）  

（ １ ） 一次審査【 要件審査】  

１ 年目の団体については、提出いただいた申請書類から 、補助金要綱第８ 条に基づ

き 、補助対象と なる団体や事業であるかの確認をし ます。審査結果はメ ールも し く は

書面にて通知し ます。  

一次審査を通過さ れた団体には、 二次審査の詳細についても 併せてご案内し ます。 

 

（ ２ ） 二次審査【 企画提案会の実施】  

補助金要綱第９ 条に基づき 企画提案会を 実施し 、 提出いただいた申請書の内容を

基に、 各団体より 活動の企画内容などについてご説明いただき ます。  

開催日時、場所及び審査の内容など、詳細については一次審査を通過さ れた団体に

対し 、 一次審査の結果と 併せてお知ら せし ます。  

 

※注意事項※ 

・ 令和４ 年度以降に交付決定を 受けた団体が、 活動内容を変更し て「 １ 年目」 と し て

申請するこ と はできません。活動内容を変更する場合は、９ ページ以降の【 ２ 年目・

３ 年目の団体】 をご確認く ださ い。  

 

 

９ -１  補助金の交付申請から 交付までの流れ（ 予定）  

 団体 神戸市 
令和６ 年 
３ ～４ 月 

○補助金交付の申請 
 【 提出書類】  
  ・ 交付申請書（ 様式第１ 号）  
  ・ 事業企画書（ 別記１ ）  
  ・ 収支予算書（ 別記２ ）  
  ・ 団体概要（ 別記３ ）  

 

５ ～６ 月  ○一次審査 
団体から 提出さ れた申請書類で一
次審査を 行います。その後、一次審
査の合否を 書面にて団体へ通知し
ます。一次審査を通過し た団体に対
し ては、二次審査の方法等について
も 併せて通知し ます。  

 ○二次審査 
団体から の提案説明会を 実施し ま
す。実施の方法については、一次審
査結果と 併せてお知ら せし ます。  

○二次審査 
団体から の提案説明内容を 基に、採
択団体を 決定し ます。  

 ○交付決定通知 
二次審査の結果について、メ ールも
し く は書面にて団体へ通知し ます。 
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 ○事業実施 ○採択団体ヒ アリ ング 
各団体に対し 、運営状況、事業の実
施状況等について、随時ヒ アリ ング
を実施し ます。  

令和７ 年 
１ ～２ 月 

○採択団体交流会（ 予定）  

 ○事業完了報告 
事業完了後、５ 日以内に事業完了報
告書を提出する。  

【 提出書類】  
・ 補助事業等実績報告書 

（ 様式第８ 号）  
・ 事業の実施状況がわかる書類 
・ 補助事業等に係る収支決算書 
・ 事業に要し た費用を 証する書類 

※事業完了日は、団体ごと に交付申請
時に設定し た日と し ます。  
（ 令和６ 年中に事業が完了し た場
合、その時点から ５ 日以内に完了報
告を 行っ てく ださ い。）  

 

 ○報告書の確認及び補助額の確定 
団体から 提出さ れた報告書の確認
を行い、補助額を決定し ます。最終
の補助額については、補助金額確定
通知書（ 様式第９ 号） にて各団体へ
通知し ます。  

○請求書の提出 
【 提出書類】  

・ 補助金請求書（ 様式第 10 号）  

 

令和７ 年 
５ 月末ま
でに完了 

 ○補助金交付 
請求書に基づき、補助金の支払いを
行います。  
 

※補助金は原則と し て活動期間終了
後の交付と なり ますが、学生団体等
で概算払い（ 先払い） を希望する特
段の理由がある団体は、事前に「 10.
問い合わせ先」 までご相談く ださ
い。  
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【 ２ 年目・ ３ 年目】 の団体 

令和４ 年度以降に本補助金の交付決定を受けたこ と があり 、 令和６ 年度が【 ２ 年目】

も し く は【 ３ 年目】 にあたる団体は、 以下の８ -２ 、 ９ -２ をご確認く ださ い。  

 

８ -２  審査方法・ 企画提案会の実施（ 申請書類の審査）  

（ １ ） 一次審査【 要件審査】  

提出いただいた申請書類から 、補助金要綱第８ 条に基づき、補助対象と なる団体や

事業であるかの確認を し ます。 審査結果はメ ールも し く は書面にて通知し ます。  

一次審査を通過さ れた団体には、 二次審査の詳細についても 併せてご案内し ます。 

 

（ ２ ） 二次審査 

補助金要綱第９ 条に基づき 企画提案会を 実施し 、 提出いただいた申請書の内容を

基に、 各団体より 活動の企画内容などについてご説明いただき ます。  

開催日時、場所及び審査の内容など、詳細については一次審査を通過さ れた団体に

対し 、 一次審査の結果と 併せてお知ら せし ます。  

ただし 、 申請団体が多数である場合、 補助金要綱第９ 条第３ 項に基づき 、 書類審査

と する場合があり ます。 その場合はメ ールも し く は書面にて通知し ます。  

 

※注意事項※ 

・ 基本的には、 過去に採択さ れた活動の継続が前提と なり ます。  

・ 過去に交付決定を受けた活動と 内容が異なる場合には、申請書類〈 様式第１ 号別記

１ 事業計画書〉 に変更と なっ た活動内容と その理由を 明記し てく ださ い。  

・ 申請内容や予算上の理由などから 、過去に採択さ れた団体について、２ 年目以降も

必ず採択さ れるわけではあり ませんので、 あら かじ めご了承く ださ い。  

 

 

９ -２  補助金の交付申請から 交付までの流れ（ 予定）  

 団体 神戸市 
令和６ 年 
３ ～４ 月 

○補助金交付の申請 
 【 提出書類】  
  ・ 交付申請書（ 様式第１ 号）  
  ・ 事業企画書（ 別記１ ）  
  ・ 収支予算書（ 別記２ ）  
  ・ 団体概要（ 別記３ ）  
 

 

５ ～６ 月  ○一次審査 
団体から 提出さ れた申請書類で一
次審査を行います。その後、一次審
査の合否を 書面にて団体へ通知し
ます。 一次審査を 通過し た団体に
対し ては、 二次審査の方法等につ
いても 併せて通知し ます。  
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 ○二次審査 
団体から の提案説明会を 実施し ま
す。実施の方法については、一次審
査結果と 併せてお知ら せし ます。  
ただし 、 申請団体が多数である 場
合、 書類審査と する 場合があり ま
す。  

○二次審査 
団体から の提案説明内容も し く は
申請書類を 基に、 採択団体を 決定
し ます。  

 ○交付決定通知 
二次審査の結果について、 メ ール
も し く は書面にて団体へ通知し ま
す。  

 ○事業実施 ○採択団体ヒ アリ ング 
各団体に対し 、運営状況、事業の実
施状況等について、 随時ヒ アリ ン
グを 実施し ます。  

令和７ 年 
１ ～２ 月 

○採択団体交流会（ 予定）  

 ○事業完了報告 
事業完了後、５ 日以内に事業完了報
告書を提出する。  

【 提出書類】  
・ 補助事業等実績報告書 

（ 様式第８ 号）  
・ 事業の実施状況がわかる書類 
・ 補助事業等に係る収支決算書 
・ 事業に要し た費用を 証する書類 

※事業完了日は、団体ごと に交付申請
時に設定し た日と し ます。  
（ 令和６ 年中に事業が完了し た場
合、その時点から ５ 日以内に完了報
告を 行っ てく ださ い。）  

 

 ○報告書の確認及び補助額の確定 
団体から 提出さ れた報告書の確認
を行い、補助額を決定し ます。最終
の補助額については、 補助金額確
定通知書（ 様式第９ 号） にて各団体
へ通知し ます。  

○請求書の提出 
【 提出書類】  

・ 補助金請求書（ 様式第 10 号）  

 

令和７ 年 
５ 月末ま
でに完了 

 ○補助金交付 
請求書に基づき 、 補助金の支払い
を行います。  

 
※補助金は原則と し て活動期間終了

後の交付と なり ますが、 学生団体
等で概算払い（ 先払い） を希望する
特段の理由がある 団体は、 事前に
「 10. 問い合わせ先」 までご相談く
ださ い。  
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※こ こ から は【 １ 、 ２ 、 ３ 年目】 の団体すべて共通です。  

 

10 申請等様式のダウンロード ・ 書類提出先・ 問合せ先 

（ １ ） 申請等様式のダウン ロード  

補助金の申請等の様式については、下記から ダウンロード し てく ださ い。提出の際

は、データ による E メ ールでの提出のほか、郵送や持参による 提出も 受け付けます。  

 

≪ダウンロード Ｕ Ｒ Ｌ ≫ 

ht t ps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a52374/sankakusui si n/hoj yoki nsi en. html  

 

 

 

 

（ ２ ） 書類提出・ 問合せ先 

神戸市 地域協働局 地域活性課 Ｎ Ｐ Ｏ 支援担当 

〒650-8570 神戸市中央区加納町 6-5-1 

○E-mai l ： soci al -kobe@of f i ce. ci t y. kobe. l g. j p 

○電話： 078-322-6491 
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11 補助事業説明会の実施等 

（ １ ） 補助事業説明会の実施 

本補助事業の実施にあたり 、 下記のと おり 説明会を実施し ます。  

いずれの回も 、 説明の内容は同じ です。  

     ※事前の参加申込は不要です。  

 

○第１ 回説明会 

日時： 令和６ 年（ 2024 年） ３ 月 22 日（ 金曜） 13 時 30 分～14 時 30 分 

場所： 東灘区役所４ 階 大会議室（ 神戸市東灘区住吉東町５ －２ －１ ）  

 

○第２ 回説明会 

日時： 令和６ 年（ 2024 年） ３ 月 26 日（ 火曜） 16 時 00 分～17 時 00 分 

場所： 長田区役所７ 階 大会議室（ 神戸市長田区北町３ －４ －３ ）  

 

○第３ 回説明会 

日時： 令和６ 年（ 2024 年） ３ 月 27 日（ 水曜） 18 時 30 分～19 時 30 分 

場所： 中央区文化センタ ー11 階 1103・ 1104 会議室（ 神戸市中央区東町 115 番地）  

 

○第４ 回説明会 

日時： 令和６ 年（ 2024 年） ３ 月 28 日（ 木曜） 16 時 00 分～17 時 00 分 

場所： 大学共同利用施設Ｕ Ｎ Ｉ Ｔ Ｙ  セミ ナー室（ ３ ）  

（ 神戸市西区学園西町 1 丁目 1 ユニバープラ ザ２ Ｆ ）  

 

 

（ ２ ） 補助制度説明資料 

上記説明会終了後、 説明の際に使用し た資料を下記に掲載する予定ですのでご参

照く ださ い。  

 

ht t ps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a52374/sankakusui si n/hoj yoki nsi en. html  
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（ ３ ） 質問等の受付及び回答 

本補助事業の内容、申請方法などについてご質問がある場合は、お電話でのお問い

合わせ、も し く は、本募集要領の最終ページの様式または下記ホームページに掲載し

ている様式を ご使用の上、「 10 申請等様式のダウンロード ・ 書類提出先（ ２ ）」 まで

E メ ールにてお問合せく ださ い。【 締め切り： 令和６ 年３ 月 29 日（ 金曜） 17 時 30 分】  

また、 いただいたご質問等への回答については、 一定整理を 行っ た上で、 その他の

ご質問等と 併せて、 下記ホームページ上に掲載する予定です。  

 

ht t ps: //www. ci t y. kobe. l g. j p/a52374/sankakusui si n/hoj yoki nsi en. html  

 

 

 

 

 

12 その他 

（ １ ） 他事業と の連携にかかる情報共有について 

本補助金は、本市が実施する以下の事業と 連携し 、団体の運営及び活動の実施にあ

たっ て、 人材確保・ 資金調達・ 広報・ ネッ ト ワーク 構築などに関するサポート を実施

さ せていただく こ と と し ており ます。つきまし ては、交付決定さ れた採択団体の申請

内容につき まし ては、 以下事業における 市から の委託事業者と 共有さ せていただく

と と も に、各事業に関する情報について、各採択団体へご連絡さ せていただく こ と が

ございます。情報提供にあたっ ては、委託事業者決定後に改めて市より 採択団体の皆

様へご連絡さ せていただき ますので、 あら かじ めご了承く ださ い。  

   〈 連携事業〉  

     ・ 令和６ 年度「 地域課題に取り 組むＮ Ｐ Ｏ 等支援事業」  

     ・ 令和６ 年度「 協働コ ーディ ネート 事業」  

 

（ ２ ） 採択団体へのヒ アリ ングの実施 

本補助制度を 通じ 、各団体の継続的な活動を支援さ せていただく 目的から 、交付決

定通知後、 市及び上記「 協働コ ーディ ネート 事業」 委託事業者から 、 採択団体に対し

て、 団体の運営状況や事業の実施状況についてヒ アリ ン グを実施さ せていただく こ

と がございます。 また、 必要に応じ て、 実際の活動を 直接確認さ せていただき ます。  

 

（ ３ ） 交流会の実施 

活動支援の一環と し て、採択団体同士の交流会を予定し ています。詳細につき まし

ては交付決定通知後、 別途採択団体へご連絡いたし ます。  
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質問様式 

団体名称  

名前  

メ ールアド レ ス  

団体の主たる 拠点住所  

団体の主な活動内容  

質問内容 

 

 



神戸市　 地域課題に取り 組むN PO等補助金に関する 詳細説明

No. 分類 内容 説明

1 地域課題
地域活動のテーマについて、 子ども や高齢者支援などだけでなく 、 少子化や晩婚化に対す

る課題も 対象になるか。

募集要領３ 補助対象活動《 具体例》 などに記載し ているのはあく まで例示であるため、 地

域課題と し て考えら れるも のであれば、 申請可能。

2 地域課題 本補助金の対象と なる地域課題と は、 どのよう なも のか。
幅広い課題に取り 組んでも ら いたいと いう 目的から 、 具体的な定義はないが、 神戸市内に

おける地域の困り ごと などに取り 組むも のを地域課題と し て広く 対象と する。

3 経費 募集要領４ （ １ ） ア補助対象経費に記載さ れている 「 報償費」 と は何を指すのか。
講師謝礼や活動に協力し ていただいたボラ ンティ アの方に対する謝金などを想定し てい

る。

4 経費
募集要領４ （ １ ） ア補助対象経費中の「 謝金」 「 報償費」 に関し て、 補助額全体に対する

割合などの制限はあるか。

謝金、 報償費等の総額については、 制限はない。 補助金の上限額の範囲内で申請可能。

ただし 、 ボラ ンティ ア謝金の単価基準については、 兵庫県の地域別最低賃金以下と する。

講師やアド バイ ザーなど、 兵庫県の地域別最低賃金を超えて有識者等へ支払う も のについ

ては、 理由を明記するこ と 。

5 経費
募集要領４ （ １ ） イ の賃料について、 活動場所が自宅や持ち物件の場合（ 賃貸借契約がな

い場合） 、 賃料や会場費は経費と し て申請でき ないか。

賃料の支払いがない場合は対象と なら ず申請でき ない。 あく まで支払っ た費用の補填と い

う 考え方で、 支払っ た費用に対し て補助するも の。 補助金申請が通っ た場合、 最終の決算

報告時に賃貸借契約書や賃料の支払いが分かる資料の提出が必要。

6 経費 組織内のボラ ンティ アへの謝金は経費と し て申請するこ と ができ るか。
募集要領４ （ １ ） アの項目に該当し 、 補助対象経費と 見なせる ため申請可能。

基準については、 本一覧のNo. 4参照。

7 経費
自宅などを拠点と し ている場合、 募集要領４ （ ２ ） の光熱費などは生活にかかる部分と 活

動に使用し た部分と で按分し て、 活動にかかる部分の経費だけ申請するこ と ができ るか。
月の日数のう ち活動を行っ た日の分だけ按分し て、 申請するこ と は可能。

8 経費
募集要領ｐ ４ 《 経費具体例》 の「 団体拠点から 活動を実施する場所までの移動費など」 と

あるが、 自宅から の移動費は対象外か。

申請し た活動に携わるスタ ッ フ ・ ボラ ンティ ア等が、 申請活動を行う 場所と の移動を行う

場合の旅費であれば自宅から 計上し て問題ない。

9 経費
全国の事例を学んで今後の活動に活かし ていき たいと 考えているが、 書籍購入にかかる経

費は対象になるか。

申請いただく 活動に直接関わる内容の書籍は対象経費と なる。 団体のマネジメ ント に関す

るも のなど、 直接申請活動に関わら ないも のは対象外。

10 経費 対象と なら ない経費はあるか。
領収書等の事業に要し た費用を証する書類を提出でき ない経費、 飲食に関する経費、 補助

対象期間外の経費などは対象外。

11 経費 飲食に関する経費はすべてが対象と なら ないのか。

こ ども 食堂やふれあい喫茶などで提供する料理やお弁当などに使用する「 食材」 費につい

ては対象と なる。 お弁当や飲料、 お菓子などを購入し てそのまま提供するも のなどについ

ては対象外と なる。 調理し たも のであっ ても 、 職員やスタ ッ フ だけで消費するも のについ

ては対象外。

12 経費 外部への委託・ 発注なども 補助の対象経費と し て認めら れるか。

外部に業務を任せる委託、 発注なども 基本的には補助対象経費と なる。 ただし 、 申請団体

自身の活動を支援すると いう 目的から 、 活動費のすべても し く は大部分を外部に委託、 発

注等に充てるこ と はでき ない。 補助対象経費の「 50％」 を上限と する。

13 経費 駐車場料金は経費に入るか。
申請する事業そのも のに車が必要な場合（ 事業に必要な資材を 運搬する、 など） の駐車場

料金は、 事業に直接かかる経費と し て対象と なる。

14 経費 セミ ナーなどにおいて参加者から 徴収する参加費はどう いっ た扱いになるのか。

基本的な考え方と し て、 補助金を得るこ と で団体が支出し た費用以上に資金を得るこ と は

でき ない。 申請活動において参加費を徴取する場合は、 決算報告時に補助金の交付決定額

から その分を差し 引く か、 も し く は徴取し た参加費分も 別の経費に充てたこ と が分かるよ

う 報告が必要。

15 経費
ZOOMのアカ ウント や職員の経費など、 他の事業と 併用し ており 、 事業ごと に切り 離せな

い費用については、 どのよう に申請すればよいか。
月の日数のう ち活動を行っ た日を単位と し 、 按分し た経費を申請するこ と と なる。

16 経費
会場の経費について、 教会等を借り た際、 会場費ではなく 、 謝金のよう な形で支払いをす

る場合は、 補助対象と なるか。

教会等から 領収書や受領証を出し ても ら えれば、 募集要領４ （ １ ） ア活動経費に該当する

経費と し て補助対象になる。

17 経費
機器の購入などについて５ 万円を超えた場合、 ５ 万円を上限に計上し ても 良いのか、 それ

と も 全く 経費と し て計上でき ないのか。

５ 万円を超えるも のは、 対象外と し て計上はでき ない。 税込みで50 , 000円のも のは対象

と なる。 50, 001円以上のも のが対象外。

18 経費
イ ベント 参加スタ ッ フ の交通費と し て実費ではなく 、 定額を支給し ているが、 こ れは経費

と し て申請でき るか。
相手方から 領収書等をも ら う こ と ができ れば報償費と し て申請し ても ら う こ と はでき る。

19 経費
イ ベント の備品や材料を倉庫に保管し ているが、 こ の倉庫の賃借料は補助の対象経費にな

るか。

短期的に借り て領収書等が出るも のであれば、 募集要領４ （ １ ） アの活動経費の対象と な

る。 年間を通し て賃料を支払っ ているよう なも ので、 申請団体が法人格を有する場合は、

募集要領４ （ ２ ） の運営経費と し て申請するこ と と なる。

20 経費
補助対象期間を越えたレンタ ル料は対象と なるか。 （ 例: 令和５ 年９ 月１ 日から 令和６ 年

８ 月31日までの年間契約のリ ース料）

補助対象期間は令和５ 年４ 月１ 日から 令和６ 年３ 月31日で、 こ の期間に実施さ れた活動

に伴う 経費が補助対象と なる。 契約期間に対し 一括で支払いを 行っ ている場合は、 補助対

象期間分の経費を按分計算する必要がある。

21 経費 領収書が発行でき ない場合はどう すればよいか。
原則と し て、 事業に要し た費用を証する書類が提出でき ない経費は補助対象と するこ と は

でき ない。

22 経費 実績報告の添付書類と し てレシート 等は認めら れる か。

実績報告に添付し ていただく 事業に要し た費用を証する書類と は、 領収書のほかレシート

も 該当する。 ホームセンタ ーやスーパーなどで一度に複数のも のを購入さ れる場合、 内訳

の確認のため、 レシート の方が望まし い。

23 経費 自動車での移動にかかる経費も 対象と なるか。

基本的には領収書やレシート で支出が確認できるも のが対象と なる。 レンタ カ ー及びレン

タ カ ーに使用し たガソ リ ン代など、 申請活動のみに使用し たも のであれば対象と なる。 自

家用車を利用し た場合にも 、 申請活動のみに使用し たガソ リ ン 代などが証明できれば対象

と なるが、 根拠が明確でない場合は対象外と なる。 有料道路にかかる費用も 同様。

24 経費 その他、 対象と なら ない経費はあるか。

原則と し て「 申請いただいた活動」 に直接かかる経費が対象と なる。 対象外経費について

すべてを列挙するこ と はでき ないが、 当該補助金の申請の際にかかる経費は対象外と な

る。 また、 補助金に採択さ れた場合、 各団体へヒ アリ ングを実施さ せていただく こ と があ

るが、 ヒ アリ ングへの対応にかかる経費や事業完了後に行う 申請活動の報告にかかる経費

についても 対象外と なる。 団体の運営全体にかかるセミ ナーや研修などへの参加、 助成金

等資金調達にかかっ た経費なども 対象外と なる。
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25 対象事業 過去から 実施し ている既存の事業も 補助対象になる のか。 問題ない。 新規に事業を立ち上げる必要はない。

26 対象事業 こ ども 食堂の営業を３ 日間限定で企画し ている。 対象活動に該当するか。
「 神戸市内の地域課題に取り 組む活動」 について継続的に取り 組まれる活動が補助対象と

なるため、 単発のイ ベント など一過性の取組は対象外と なる。

27 対象事業
１ 年目の活動経費が30万円に満たなく と も 、 ２ 年目の活動経費が増大し た場合、 ２ 年目

で30万円の補助を受けるこ と は可能か。

１ 年目の補助金額にかかわら ず、 ２ 年目は２ 年目の基準で考えるため、 受け取るこ と は可

能。

28 対象事業 ３ 月に活動が終了し て、 支払いが４ 月になっ た場合の経費は補助対象外か。 最終活動日までに納品が終わっ ていれば対象と なる。

29 対象事業
野外活動を伴う 事業で申請を考えている。 野外活動のボラ ンティ アリ ーダーを養成する講

座を年数回開催する予定だが、 こ の講座も 補助対象事業と 見なせるか。
一体的な活動と し て申請し するこ と は可能。

30 補助団体 法人を立ち上げる前の団体でも 補助対象と なるか。

問題ない。 当該年度中に法人格を取得する予定であっ ても 、 申請時において法人格を有し

ていなければ、 任意団体と し て申請いただく こ と になる。 その場合、 運営経費については

予定と し て収支予算書に記載。

31 補助団体 公益財団法人も 対象か。 対象と なる。

32 申請 領収書が重なら なければ他の補助金を受けていても 申請でき ると 考えてよいのか。

本補助金の条件と し ては、 他の補助を受けていても 、 同一経費に重複し て受給し ていなけ

れば問題ない。 ただし 、 本補助金以外の補助の条件も 確認が必要と なる。

また、 ２ 年目の申請団体については補助率が経費の60％と なるため、 残り の40％にあた

る部分については、 神戸市及び市の外郭団体の補助金を充てる こ と はでき ないが、 それ以

外の民間助成金などを充てるこ と は問題ない。

33 申請 複数の事業をやっ ている場合は複数の事業を記載し て申請し てよいか。

１ 団体１ 事業で申請と 考えているが、 例えば学習支援と こ ども 食堂などはこ ども の居場所

作り 事業と し て一体的に申請するこ と は可能。 ただし 、 最終的に採択にあたっ ては審査を

経るこ と になる。

34 申請 ２ 人の任意団体で申請予定だが、 申請する時は２ 人の名前を書けば良いか。
代表者をどちら か１ 名にし て申請。 団体概要の構成メ ンバーの欄に２ 人の名前を書けばよ

い。

35 申請

１ 年目から ２ 年目で補助額が減額さ れると 、 ２ 年目に新たに別の補助金を見つけるのは困

難なため、 現実的には事業の規模を縮小せざるを得ないと 思われるが、 そのあたり はどの

よう に考えるのか。

本補助金においては、 採択し た全団体に対し てヒ アリ ングの実施をする。 その中で団体の

運営に関わる相談など受ける予定で、 補助金と は別に、 人材確保、 資金の調達、 外部と の

ネッ ト ワーク 構築などの運営基盤強化の支援も 行う こ と と し ている。 補助金の率と 額は

減っ ていく が、 こ う いっ た基盤強化支援を通じ て、 団体の継続的な活動を支援し ていく 。

36 申請 今回の補助金は自治会でも 申請可能か。 申請可能である。

37 申請
１ 団体１ 申請と のこ と だが、 ２ 年目に１ 年目から 事業が変わっ た場合、 １ 年目と 別の事業

で申請するこ と はできるのか。

本補助金においては、 団体から ３ 年間計画を提出するこ と と いているが、 １ 年目に採択さ

れたと し ても 、 ２ 年目は別途申請する必要がある。 いずれにし ても ２ 年目は別途審査を行

う こ と になるが、 前年度と 異なる活動の場合は、 当然その経緯等も 含めて審査の対象と な

る。

38 申請 新たに始める事業でなく 、 既にこ れまでから 行っ てき た事業についても 申請可能か。 申請可能である。

39 申請
自身が別々の団体でそれぞれの代表者を務めている が、 別団体と し て両方から 申請するこ

と は可能か。

別団体であり 、 別の事業であるこ と が申請上明記さ れていれば申請するこ と は可能であ

る。 最終的には審査によるこ と になる。

40 申請

国や県から の補助金を受けていても 問題ないか。 同じ 事業の中でも 、 国や県から の補助金

を充てている実施内容と 本補助金を充てて実施する 内容が異なれば申請するこ と は可能

か。

本補助金の条件と し ては、 他の補助を受けていても 、 同一経費に重複し て受給し ていなけ

れば問題ない。 また、 本補助金以外の補助の条件も 確認が必要。

41 申請
団体の会計年度が６ 月１ 日から ５ 月末日までだが、 申請書に添付する収支予算書は、 ４ 月

１ 日から ３ 月末日までを切り 取る形で作成すればよ いか。
問題ない。

42 申請
今年度中に団体の総会において、 規約が採択さ れる 見込みだが、 総会に提出する規約案を

添付し て提出し てよいか。
一旦、 案のも のを提出し ても ら い、 完成後、 再度提出し ても ら う こ と になる。

43 申請
団体の本部は市外だが、 市内に支部があり 、 市内の地域課題に取り 組む場合は対象と なる

か。
団体の所在地が市外であっ ても 、 活動の拠点が市内にあれば対象団体と なる。

44 申請 変更等申請の手続き はどのよう な場合に必要か。
補助金等交付決定内容の変更を伴う 事業の変更をし よう と する 場合は、 変更等承認申請書

の提出が必要と なる。

45 申請
当初の申請額より かかっ た経費が増えた場合、 変更等申請を行えば補助額を増額するこ と

は可能か。

申請の金額も 含めて審査を行い、 採択団体を決定するため、 補助金交付決定後の増額は認

めら れない。

46 申請 補助対象団体について、 株式会社、 合同会社も 対象と なるか。 対象であるが、 あく まで申請でき るのは非営利の活動が対象と なる。

47 審査
一次・ 二次審査の具体的な審査基準・ 評価を見える 化し ても ら いたい。 審査委員も 公開し

てほし い。

一次審査については、 要綱第８ 条に定めていると おり 。 二次審査については要綱第10条

第２ 項に定める項目を基に、 申請内容を総合的に判断する。 審査委員については公平性の

観点から 、 要綱第10条第４ 号にも 定めていると おり 、 非公開と し ている。

48 審査 過去数年活動し てき た実績は審査の対象と なるか。
直接の審査の対象にはなら ないが、 団体と し て継続的な活動を 行っ ていると いう こ と に対

する参考と し ての情報にはなり 得る。

49 報告 収支報告書について、 過去から 実施し ている事業も すべて含めて報告する必要があるか。
補助対象期間に実施する、 申請し よう と する活動に対する収支予算・ 決算の報告だけで良

い。

50 補助金受領 補助金は、 領収書を提出するまで受け取れないのか。
今年度については、 事業完了後に証拠書類をも っ て補助金額を 確定さ せた上で支払いと な

る。

51 補助金受領 事業が完了し 実績報告を行っ た後、 補助金はいつごろ 受け取れるのか。
具体的な支払いまでの期間は定まっ ていないが、 ３ 月末に事業が完了し た場合、 遅く と も

５ 月末までには支払う こ と になる。

52 補助金受領
団体と し ての事業自体は続く と し て、 補助申請をし ている範囲の事業が秋ごろ に終わっ た

場合、 その時点で実績報告を行えば、 早めに補助金を受け取るこ と はできるのか。

実績報告があっ たも のから 支払いの手続き に進めていく ため、 年度末に提出さ れるより

は、 早く 支払う こ と ができ ると 考える。

53 補助金受領
収入のある事業について、 収入分を補助金額から 引かれるのか。 それと も 来年度の活動資

金と し て繰り 越し ても よいのか。

基本的な考え方と し て、 補助金を得るこ と で団体が支出し た費用以上に資金を得るこ と は

でき ない。 また、 翌年度の活動資金と し て繰り 越すこ と はでき ない。

54 補助金受領 団体名義以外の銀行口座に入金し ても ら う こ と はでき るか。
補助金等請求書に記載の振込先に振り 込むこ と になる。 ただし 、 口座名義が請求者と 異な

る場合には、 様式第10号-２ （ 補助金請求書） の受任者欄に記載し ても ら う こ と になる。
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